
中部地方整備局特定調達契約（工事等）随意契約見積心得

（ 目 的 ）

第 １ 条 中 部 地 方 整 備 局 の 所 掌 す る 契 約 の う ち 、 国 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達

手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 昭 和 5 5 年 政 令 第 3 0 0 号 。 以 下 「 特 例 制 令 」 と い う 。 ）

第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 調 達 契 約 （ 工 事 （ 工 事 の 設 計 及 び 工 事 に 関 す る 調

査 を 含 む 。 ） 及 び 測 量 に 係 る 契 約 に 限 る 。 ） に 係 る 随 意 契 約 を 行 う 場 合 に お け

る 見 積 り そ の 他 の 取 扱 に つ い て は 、 会 計 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 3 5 号 ） 、 予 算 決 算

及 び 会 計 令 （ 昭 和 2 2 年 勅 令 第 1 6 5 号 ） 、 特 例 政 令 、 契 約 事 務 取 扱 規 則 （ 昭 和 3 7 年

大 蔵 省 令 第 5 2 号 ） 、 国 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 省 令 （

昭 和 5 5 年 大 蔵 省 令 第 4 5 号 ） そ の 他 の 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 の 定 め

る と こ ろ に よ る も の と す る 。 。

（ 仕 様 書 等 の 熟 覧 ）

第 ２ 条 見 積 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 （ 案 ） 、 請 書 （ 案 ） 、 現 場 説 明 書 及 び

現 場 等 （ 以 下 「 仕 様 書 等 」 と い う 。 ） を 熟 覧 の 上 、 見 積 り し な け れ ば な ら な い 。

こ の 場 合 に お い て 、 仕 様 書 等 に つ い て 疑 義 が あ る と き は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求

め る こ と が で き る 。

（ 見 積 書 の 提 出 等 ）

第 ３ 条 見 積 書 は 別 記 様 式 １ に よ り 作 成 し 、 封 か ん の 上 、 あ て 名 、 件 名 及 び 見 積

者 の 氏 名 を 表 記 し 見 積 依 頼 書 に 示 し た 時 刻 ま で に 、 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 見 積 者 は 、 代 理 人 を し て 見 積 さ せ る と き は 、 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら

な い 。

３ 見 積 者 は 、 書 留 郵 便 を も っ て 提 出 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 は 二 重 封 筒 と

し 、 表 封 筒 に 見 積 書 在 中 の 旨 を 朱 書 し 、 中 封 筒 に 見 積 件 名 及 び 見 積 日 時 を 記 載

し 、 契 約 担 当 官 等 あ て の 親 展 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

４ 前 項 の 見 積 書 は 、 見 積 依 頼 書 に 示 し た 日 時 ま で に 到 着 し な い も の は 無 効 と す

る 。
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５ 見 積 書 を 提 出 し た 後 は 、 こ れ を 引 換 え 、 変 更 又 は 取 消 し を す る こ と は で き な

い 。

６ 見 積 者 は 、 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 2 年 法 律

第 5 4 号 ） 等 に 抵 触 す る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。

７ 見 積 参 加 者 は 、 見 積 に 当 た っ て は 、 競 争 を 制 限 す る 目 的 で 他 の 見 積 参 加 者 と

見 積 価 格 又 は 見 積 意 思 に つ い て い か な る 相 談 も 行 わ ず 、 独 自 に 見 積 価 格 を 定 め

な け れ ば な ら な い 。

８ 見 積 参 加 者 は 、 契 約 の 相 手 方 の 決 定 前 に 、 他 の 見 積 参 加 者 に 対 し て 見 積 価 格

を 意 図 的 に 開 示 し て は な ら な い 。

（ 無 効 の 見 積 り ）

第 ４ 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 見 積 り は 、 無 効 と す る 。

一 委 任 状 を 持 参 し な い で 見 積 り を し た も の

二 記 名 押 印 を 欠 く 見 積 書

三 金 額 を 訂 正 し た 見 積 書

四 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る 見 積 書

五 そ の 他 見 積 り に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 見 積 書

（ 契 約 の 相 手 方 の 決 定 ）

第 ５ 条 見 積 書 に つ い て は 、 契 約 の 目 的 に 応 じ 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 決 定

し 、 そ の 旨 を 通 知 す る 。

（ 再 見 積 書 の 提 出 ）

第 ６ 条 前 条 の 規 定 に よ り 、 見 積 り が 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し な い 場 合 は 、 直 ち に

再 度 の 見 積 り 合 わ せ を 行 う 。 た だ し 、 郵 便 に よ る 見 積 り を 行 っ た 場 合 に お い て 、

直 ち に 再 度 の 見 積 を 行 な う こ と が で き な い と き は 、 契 約 担 当 官 等 が 指 定 す る 日

時 に お い て 再 度 の 見 積 り 合 わ せ を 行 な う 。

（ 契 約 保 証 金 等 ）

第 ７ 条 決 定 者 は 、 契 約 書 を 作 成 す る 場 合 に お い て 、 契 約 書 の 案 の 提 出 と 同 時 に 、

契 約 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 契 約 保 証 金 又 は 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 を 納 付 し 、

又 は 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 さ れ

た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

２ 決 定 者 は 、 前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て 、 契 約 保 証 金 の 納 付 が 免 除 さ れ た 理
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由 が 履 行 保 証 保 険 契 約 及 び 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に 係 る 保 証 契 約 を 結 ん だ 場 合

は 、 履 行 保 証 保 険 に 係 る 証 券 並 び に 履 行 保 証 証 券 に 係 る 証 券 を 契 約 担 当 官 等 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。

ま た 、 契 約 保 証 金 の 全 部 を 免 除 さ れ た 場 合 で 、 業 務 完 了 （ 完 成 ） 保 証 人 を 立

て る 場 合 は 、 契 約 担 当 官 等 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。

３ 決 定 者 は 、 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 金 を 納 付 す る 場 合 に お い て は 、

あ ら か じ め 、 現 金 を 取 扱 官 庁 の 保 管 金 取 扱 店 （ 日 本 銀 行 の 本 店 、 支 店 又 は 代 理

店 ） に 振 り 込 み 、 保 管 金 領 収 証 書 の 交 付 を 受 け 、 こ れ に 保 管 金 提 出 書 を 添 え て

取 扱 官 庁 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

４ 決 定 者 は 、 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 を 提 供 す る 場 合

に お い て 当 該 担 保 が 有 価 証 券 で あ る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 有 価 証 券 を 取 扱

官 庁 の 保 管 有 価 証 券 取 扱 店 （ 日 本 銀 行 の 本 店 、 支 店 又 は 代 理 店 ） に 払 い 込 み 、

政 府 保 管 有 価 証 券 払 込 済 通 知 書 の 交 付 を 受 け 、 こ れ に 保 管 有 価 証 券 提 出 書 を 添

え て 取 扱 官 庁 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

５ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 供 す る 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 が 銀 行 等 又 は 公 共 工 事

の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 4 号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 保 証 事 業 会 社 の 保 証 で あ る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

（ 契 約 書 等 の 提 出 ）

第 ８ 条 契 約 書 を 作 成 す る 場 合 に お い て 、 決 定 者 は 、 契 約 担 当 官 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 の 案 に 記 名 押 印 し 、 決 定 の 日 か ら ７ 日 以 内 に 、 こ れ を 契 約 担 当 官 等 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 契 約 担 当 官 等 に 書 面 で 承 諾 を 得 て 、 こ の 期

間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

２ 決 定 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 （ 案 ） を 提 出 し な い と き は 、 決 定 の

効 力 を 失 う 。

（ 異 議 の 申 立 ）

第 ９ 条 見 積 者 は 、 見 積 り 後 、 こ の 心 得 及 び 仕 様 書 等 に つ い て 不 明 を 理 由 と し て

異 議 を 申 し 立 て る こ と は で き な い 。
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別 記 様 式 １ （ 用 紙 Ａ ４ ）

見 積 書

￥

た だ し 、

中 部 地 方 整 備 局 特 定 調 達 契 約 （ 工 事 等 ） 随 意 契 約 見 積 心 得 及 び 現 場 説 明 書 等 を

承 諾 の 上 、 見 積 り し ま す 。

平 成 年 月 日

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

支 出 負 担 行 為 担 当 官

中 部 地 方 整 備 局 長 殿

又 は

分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官

中 部 地 方 整 備 局 ○ ○ 工 事 事 務 所 長 殿
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